




令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
身
分
証
明
証
票
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

一

身
分
証
明
証
票
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
十
二
ま
で

の
備
考

二

博
物
館
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
）
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
九
号
様
式
ま
で

三

著
作
権
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
別
記
様
式
第
三
備
考

四

教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
文
部
省
令
第
十
七
号
）
別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式

五

登
録
有
形
文
化
財
に
係
る
登
録
手
続
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
文
部
省
令
第
二
十
九
号
）
別

記
様
式

六

美
術
品
の
美
術
館
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
文
部
省
令
第
四
十
三
号
）
別

記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
七
号
ま
で

七

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分

を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
号
）
様
式
備
考

八

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
に
係
る
登
録
手
続
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
八

号
）
別
記
様
式

九

武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
七
号
）
別

記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
の
備
考

十

文
部
科
学
省
関
係
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
文

部
科
学
省
令
第
三
十
二
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
八
ま
で
の
備
考

十
一

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
令
第
四

号
）
別
記
様
式
第
一
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
五
ま
で
の
備
考

十
二

重
要
文
化
財
保
存
活
用
計
画
等
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
令
第
五
号
）
別
記

様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
九
号
か
ら

別
記
様
式
第
三
十
三
号
ま
で
の
備
考

〇
文
部
科
学
省
令
第
九
号

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
不
正
競
争
防

止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
理
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
元
年
七
月
一
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
理
等
に
関
す
る
省

令

（
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
、「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
、「平

成
年
度

」
を
「令

和
年
度

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
別
紙
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中
「
日
本
標
準
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
、「
平
成

年

月

日
」
を
「
令
和

年

月

日
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「
官
吏
又
は
吏
員
若
し
く
は
」
を
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
又

は
」
に
改
め
る
。
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令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
学
位
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、「大

学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

」
を
「独

立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構

」
に
改
め
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
、

「
１２３４

明大昭平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
４平
」

を「
４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
三
号
の
二
中
「平

成
年

月
日

」
を
「令
和

年
月

日

」に
、

「
１
明

２
大

３
昭

４
平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
、

「
１
明

２
大

３
昭

４
平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
４平
」

を「
４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「平
成

年
月

日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
、

「
４平
」

を「
４
平

５
令
」

に

改
め
る
。

様
式
第
六
号
中「（平

成
年
）

」を「（令
和
年
）

」に
、「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月

日

」
に
、

「
１
明

２
大

３
昭

４
平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
４
平
」

を「
４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
中
「平
成

年
月

日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
、

「
１
明

２
大

３
昭

４
平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
４
平
」

を「
４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
の
二
中「（
第
一
条
の
三
関
係
）」を「（
第
一
条
の
四
関
係
）」に
、「平

成
年

月
日

」を「令

和
年

月
日

」
に
、

「
４
平
」

を「
４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
中「（
第
一
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
六
関
係
）」を「（
第
一
条
の
五
、
第
三
十
三
条
の
四
関
係
）」に
、

「平
成

年
月

日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
、

「
１
明

２
大

３
昭

４
平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
３
昭

４
平
」

を

「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
４平
」

を「
４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中「（
第
二
条
、
第
三
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
六
関
係
）」を「（
第
二
条
、
第
三
条
の
二
、
第
三
十
三

条
の
四
関
係
）」に
、「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
、

「
１
明

２
大

３
昭

４
平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
３
昭

４
平
」

を 「
３
昭

４
平

５
令
」

に
、

「
４平
」

を「
４
平

５
令
」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「
平
成

年

月

日
」
を
「
令
和

年

月

日
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を

「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

（
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
平
成

年

月

日
」
を
「
令
和

年

月

日
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
二
号
の
二
様
式
中
「
平
成

年

月

日
」
を
「
令
和

年

月

日
」に
、

「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

（
学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」に
、「平

成
年
度

」

を
「令

和
年
度

」
に
、「小

学
校
及
び
中
学
校

」
を
「小

学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校

」
に
改
め
る
。





令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
通
信
教
育
規
程
の
一
部
改
正
）

第
八
条

社
会
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
、「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
改
め
る
。

（
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
平
成
三
十
六
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
別
記
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改

め
る
。

（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
の
備
考
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「平

成
年

月
日

」
を
「

年
月

日

」
に
、「日

本
工

業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省
令

第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
備
考
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
理
等
に
関
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○
学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
六
月
十
三
日
文
部
省
令
第
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
１
号
様
式

（用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

４
条
関
係

）

第
１
号
様
式

（用
紙

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

４
条
関
係

）

［略

］

［略

］

第
２
号
様
式

（用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

1
5
条
関
係

）

第
２
号
様
式

（用
紙

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

1
5
条
関
係

）

［略

］

［略

］

第
３
号
様
式

（用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第
2
5
条
関
係

）

第
３
号
様
式

（用
紙

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
5
条
関
係

）

号
号

年
月

日
年

月
日

文
部
科
学
大
臣

殿
文
部
科
学
大
臣

殿

都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞
都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞

令
和

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）
平
成

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）

の
基
礎
と
な
る
資
料
の
提
出
に
つ
い
て

の
基
礎
と
な
る
資
料
の
提
出
に
つ
い
て

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お

、
、

り
報
告
し
ま
す

。

り
報
告
し
ま
す

。

記
記

本
年
度
７
月
１
日
現
在
に
お
い
て
当
都

（道
小
学
校

中
学
校

人
本
年
度
７
月
１
日
現
在
に
お
い
て
当
都

（道
小
学
校
及
び
中
学

人
、

府
県

）立
の
小
学
校

中
学
校
及
び
義
務
教
及
び
義
務
教
育
学

府
県

）立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中

校
並
び
に
中
等
教

、

育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
校
並
び
に
中
等
教

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
育
学
校
の
前
期
課

又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
育
学
校
の
前
期
課

校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
児
童
生
徒
の
う

程
関
係

の
児
童
生
徒
の
う
ち
教
育
扶
助
を
受
け
て
い
程
関
係

ち
教
育
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
の
総
数

る
者
の
総
数

yusuke-hata
テキスト ボックス
参考



特
別
支
援
学
校
の

人
特
別
支
援
学
校
の

人

小
学
部
及
び
中
学

小
学
部
及
び
中
学

部
関
係

部
関
係

第
４
号
様
式

（用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
5
条
関
係

）

第
４
号
様
式

（用
紙

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
5
条
関
係

）

号
号

年
月

日
年

月
日

都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名
殿

都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名
殿

市

（町
村

）教
育
委
員
会
名

㊞
市

（町
村

）教
育
委
員
会
名

㊞

令
和

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）

平
成

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）

の
基
礎
と
な
る
資
料
の
提
出
に
つ
い
て

の
基
礎
と
な
る
資
料
の
提
出
に
つ
い
て

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お

、
、

り
報
告
し
ま
す

。

り
報
告
し
ま
す

。

記
記

本
年
度
７
月
１
日
現
在
に
お
い
て
当
市

（町
小
学
校

中
学
校

人
本
年
度
７
月
１
日
現
在
に
お
い
て
当
市

（町
小
学
校
及
び
中
学

人
、

村

）立
の
小
学
校

中
学
校
及
び
義
務
教
育
及
び
義
務
教
育
学

村

）立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
校
並
び
に
中
等
教

、

学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
校
並
び
に
中
等
教

教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
育
学
校
の
前
期
課

は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の

育
学
校
の
前
期
課

の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
児
童
生
徒
の
う

程
関
係

児
童
生
徒
の
う
ち
教
育
扶
助
を
受
け
て
い
る
程
関
係

ち
教
育
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
の
総
数

者
の
総
数

特
別
支
援
学
校
の

人
特
別
支
援
学
校
の

人

小
学
部
及
び
中
学

小
学
部
及
び
中
学

部
関
係

部
関
係

第
５
号
様
式

（用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
5
条
関
係

）

第
５
号
様
式

（用
紙

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
5
条
関
係

）

号
号

年
月

日
年

月
日

文
部
科
学
大
臣

殿
文
部
科
学
大
臣

殿

都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞
都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞



令
和

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）

平
成

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）

の
基
礎
と
な
る
資
料
の
提
出
に
つ
い
て

の
基
礎
と
な
る
資
料
の
提
出
に
つ
い
て

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お

、
、

り
報
告
し
ま
す

。

り
報
告
し
ま
す

。

記
記

本
年
度
７
月
１
日
現
在
に
お
い
て
当
都

（道
小
学
校

中
学
校

人
本
年
度
７
月
１
日
現
在
に
お
い
て
当
都

（道
小
学
校
及
び
中
学

人
、

府
県

）立
の
小
学
校

中
学
校
及
び
義
務
教
及
び
義
務
教
育
学

府
県

）立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中

校
並
び
に
中
等
教

、

育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
校
並
び
に
中
等
教

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
育
学
校
の
前
期
課

又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部

育
学
校
の
前
期
課

校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
児
童
生
徒
の
う

程
関
係

の
児
童
生
徒
の
う
ち
教
育
扶
助
を
受
け
て
い
程
関
係

ち
教
育
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
の
総
数

る
者
の
総
数

特
別
支
援
学
校
の

人
特
別
支
援
学
校
の

人

小
学
部
及
び
中
学

小
学
部
及
び
中
学

部
関
係

部
関
係

第
６
号
様
式

（用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第
2
7
条
関
係

）

第
６
号
様
式

（用
紙

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
7
条
関
係

）

号
号

年
月

日
年

月
日

文
部
科
学
大
臣

殿
文
部
科
学
大
臣

殿

都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞
都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞

令
和

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）に
平
成

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）に

係
る
児
童
生
徒
数
の
配
分
に
つ
い
て

係
る
児
童
生
徒
数
の
配
分
に
つ
い
て

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
7
条
の
規
定
に
基
づ
き

別
記
の
と
お
り
報
告

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
7条
の
規
定
に
基
づ
き

別
記
の
と
お
り
報
告

、
、

し
ま
す

。

し
ま
す

。

別
記

別
記

学
校

種
別

市
町

村
名

配
分

数
学

校
種

別
市

町
村

名
配

分
数

人
人

小
学
校

中
学
校
及
び
義
務
教
育

小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等

、

学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前

教
育
学
校
の
前
期
課
程



期
課
程

［略
］

［略

］

第
７
号
様
式

（用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
7
条
関
係

）

第
７
号
様
式

（用
紙

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型

）
（第

2
7
条
関
係

）

号
号

年
月

日
年

月
日

市

（町
村

）教
育
委
員
会
名

殿
市

（町
村

）教
育
委
員
会
名

殿

都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞
都

（道
府
県

）教
育
委
員
会
名

㊞

令
和

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）に
平
成

年
度
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助

（医
療
費

）に

係
る
児
童
生
徒
数
の
配
分
に
つ
い
て

係
る
児
童
生
徒
数
の
配
分
に
つ
い
て

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
7
条
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お
り
通
知

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
7条
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
と
お
り
通
知

、
、

し
ま
す

。
し
ま
す

。
記

記

小
学
校

中
学
校
及
び
義

小
学
校
及
び
中
学
校
並
び

、

①
配
分
児
童
生
徒
被
患
者

務
教
育
学
校
並
び
に
中
等

人
①
配
分
児
童
生
徒
被
患
者

に
中
等
教
育
学
校
の
前
期

人

延
数

教
育
学
校
の
前
期
課
程

延
数

課
程

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

人
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

人

及
び
中
学
部

及
び
中
学
部

小
学
校

中
学
校
及
び
義

小
学
校
及
び
中
学
校
並
び

、

②
文
部
科
学
大
臣
が
定
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等

円
②
文
部
科
学
大
臣
が
定
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期

円

め
る
児
童
生
徒
１
人
教
育
学
校
の
前
期
課
程

め
る
児
童
生
徒
１
人
課
程

備
１
疾
病
当
り
の
医
療

備
１
疾
病
当
り
の
医
療

費
の
平
均
額

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

円
費
の
平
均
額

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

円

及
び
中
学
部

及
び
中
学
部

小
学
校

中
学
校
及
び
義

小
学
校
及
び
中
学
校
並
び

、



③
国
庫
補
助
の
限
度
額
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等

円
③
国
庫
補
助
の
限
度
額
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期

円

１
教
育
学
校
の
前
期
課
程

１
課
程

考

｛①

×

②

｝×

考

｛①

×

②

｝×

２
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

円
２

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

円

及
び
中
学
部

及
び
中
学
部

備
考

表
中
［

］
の
標
記
は
注
記
で
あ
る
。



不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
告
示
の
整
理
等
に
関
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○
学
校
環
境
衛
生
基
準
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

学
校
環
境
衛
生
基
準

学
校
環
境
衛
生
基
準

第
１

教
室
等
の
環
境
に
係
る
学
校
環
境
衛
生
基
準

第
１

教
室
等
の
環
境
に
係
る
学
校
環
境
衛
生
基
準

１
教
室
等
の
環
境

（換
気

保
温

採
光

照
明

騒
音
等
の
環
境
を
い
う

以
下

１
教
室
等
の
環
境

（換
気

保
温

採
光

照
明

騒
音
等
の
環
境
を
い
う

以
下

、
、

、
、

。
、

、
、

、
。

同
じ

）に
係
る
学
校
環
境
衛
生
基
準
は

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
検
査
項
目
ご
と

同
じ

）に
係
る
学
校
環
境
衛
生
基
準
は

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
検
査
項
目
ご
と

。
、

。
、

に
同
表
の
右
欄
の
と
お
り
と
す
る

に
同
表
の
右
欄
の
と
お
り
と
す
る

、
。

、
。

検
査
項
目

基
準

検
査
項
目

基
準

換
(
1
)

(
9
)
[
略
]

[
略
]

換
(
1
)

(
9
)
[
略
]

[略
]

～
～

気
気

及
及

び
び

保
保

温
温

等
等

(
1
0
)
照
度

(
ｱ
)

(
ｴ
)

[
略
]

(
1
0
)
照
度

(
ｱ
)

(
ｴ
)

[略
]

～
～

採
(
ｵ
)
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
照
度

採
(
ｵ
)
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
照
度

光
は

産
業
標
準
化
法

（昭
和
24
年

光
は

工
業
標
準
化
法

（昭
和
2
4
年

、
、

及
法
律
第
1
8
5
号

）に
基
づ
く
日
本

及
法
律
第
1
8
5
号

）に
基
づ
く
日
本

び
産
業
規
格

（以
下

「日
本
産
業
規

び
工
業
規
格

（以
下

「日
本
工
業
規

照
格

」と
い
う

）Ｚ
9
1
1
0
に
規
定

照
格

」と
い
う

）Ｚ
9
1
1
0
に
規
定

。
。

明
す
る
学
校
施
設
の
人
工
照
明
の
照

明
す
る
学
校
施
設
の
人
工
照
明
の
照

度
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

度
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

。
。

(
1
1
)
[
略
]

[
略
]

(
1
1
)
[
略
]

[略
]

騒
(
12
)
[
略
]

[
略
]

騒
(
1
2
)
[
略
]

[略
]

音
音

２
１
の
学
校
環
境
衛
生
基
準
の
達
成
状
況
を
調
査
す
る
た
め

次
表
の
左
欄
に
掲
げ

２
１
の
学
校
環
境
衛
生
基
準
の
達
成
状
況
を
調
査
す
る
た
め

次
表
の
左
欄
に
掲
げ

、
、



る
検
査
項
目
ご
と
に

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法

る
検
査
項
目
ご
と
に

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法

、
、

に
よ
り

検
査
項
目
(
1
)

(
7
)
及
び
(
1
0
)

(
1
2
)
に
つ
い
て
は

毎
学
年
２
回

検
に
よ
り

検
査
項
目
(
1
)

(
7
)
及
び
(
1
0
)

(
1
2
)に
つ
い
て
は

毎
学
年
２
回

検
、

～
～

、
、

、
～

～
、

、

査
項
目
(
8
)
及
び
(
9
)
に
つ
い
て
は

毎
学
年
１
回
定
期
に
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る

査
項
目
(
8
)
及
び
(
9
)
に
つ
い
て
は

毎
学
年
１
回
定
期
に
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る

、
、

。
。

検
査
項
目

方
法

検
査
項
目

方
法

換
(
1
)

(
9
)
[
略
]

[
略
]

換
(
1
)

(
9
)
[
略
]

[略
]

～
～

気
備
考

[
略
]

気
備
考

[
略
]

及
及

び
び

保
保

温
温

等
等

(
1
0
)
照
度

日
本
産
業
規
格
Ｃ
1
6
0
9
－
1
に
規
定

(
1
0
)
照
度

日
本
工
業
規
格
Ｃ
1
6
0
9
に
規
定
す

す
る
照
度
計
の
規
格
に
適
合
す
る
照

る
照
度
計
の
規
格
に
適
合
す
る
照
度

度
計
を
用
い
て
測
定
す
る

計
を
用
い
て
測
定
す
る

。
。

教
室
の
照
度
は

図
に
示
す
９
か

教
室
の
照
度
は

図
に
示
す
９
か

、
、

所
に
最
も
近
い
児
童
生
徒
等
の
机
上

所
に
最
も
近
い
児
童
生
徒
等
の
机
上

で
測
定
し

そ
れ
ら
の
最
大
照
度

で
測
定
し

そ
れ
ら
の
最
大
照
度

、
、

、
、

採
最
小
照
度
で
示
す

採
最
小
照
度
で
示
す

。
。

光
黒
板
の
照
度
は

図
に
示
す
９
か

光
黒
板
の
照
度
は

図
に
示
す
９
か

、
、

及
所
の
垂
直
面
照
度
を
測
定
し

そ
れ

及
所
の
垂
直
面
照
度
を
測
定
し

そ
れ

、
、

び
ら
の
最
大
照
度

最
小
照
度
で
示
す

び
ら
の
最
大
照
度

最
小
照
度
で
示
す

、
、

照
照

。
。

明
教
室
以
外
の
照
度
は

床
上
7
5
c
m

明
教
室
以
外
の
照
度
は

床
上
7
5
c
m

、
、

の
水
平
照
度
を
測
定
す
る

な
お

の
水
平
照
度
を
測
定
す
る

な
お

。
、

。
、

体
育
施
設
及
び
幼
稚
園
等
の
照
度
は

体
育
施
設
及
び
幼
稚
園
等
の
照
度
は

そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
即
し
て
測
定

そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
即
し
て
測
定

、
、

す
る

す
る

。
。

(
1
1
)
[
略
]

[
略
]

(
1
1
)
[
略
]

[略
]

図
[
略
]

図
[
略
]

(
12
)
騒
音
レ
ベ
ル

普
通
教
室
に
対
す
る
工
作
室

音
(
1
2
)
騒
音
レ
ベ
ル

普
通
教
室
に
対
す
る
工
作
室

音
、

、

楽
室

廊
下

給
食
施
設
及
び
運
動

楽
室

廊
下

給
食
施
設
及
び
運
動

、
、

、
、

場
等
の
校
内
騒
音
の
影
響
並
び
に
道

場
等
の
校
内
騒
音
の
影
響
並
び
に
道

路
そ
の
他
の
外
部
騒
音
の
影
響
が
あ

路
そ
の
他
の
外
部
騒
音
の
影
響
が
あ



る
か
ど
う
か
を
調
べ
騒
音
の
影
響
の

る
か
ど
う
か
を
調
べ
騒
音
の
影
響
の

大
き
な
教
室
を
選
び

児
童
生
徒
等

大
き
な
教
室
を
選
び

児
童
生
徒
等

、
、

が
い
な
い
状
態
で

教
室
の
窓
側
と

が
い
な
い
状
態
で

教
室
の
窓
側
と

、
、

廊
下
側
で

窓
を
閉
じ
た
と
き
と
開

廊
下
側
で

窓
を
閉
じ
た
と
き
と
開

、
、

け
た
と
き
の
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
測

け
た
と
き
の
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
測

騒
定
す
る

騒
定
す
る

。
。

等
価
騒
音
レ
ベ
ル
の
測
定
は

日
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
の
測
定
は

日
、

、

本
産
業
規
格
Ｃ
1
50
9
－
1
に
規
定
す
る

本
工
業
規
格
Ｃ
1
5
0
9
に
規
定
す
る
積

積
分
・
平
均
機
能
を
備
え
る
普
通
騒

分
・
平
均
機
能
を
備
え
る
普
通
騒
音

音
計
を
用
い

Ａ
特
性
で
５
分
間

計
を
用
い

Ａ
特
性
で
５
分
間

等
、

、
、

、

等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
測
定
す
る

価
騒
音
レ
ベ
ル
を
測
定
す
る

。
。

な
お

従
来
の
普
通
騒
音
計
を
用

な
お

従
来
の
普
通
騒
音
計
を
用

、
、

い
る
場
合
は

普
通
騒
音
か
ら
等
価

い
る
場
合
は

普
通
騒
音
か
ら
等
価

、
、

音
騒
音
を
換
算
す
る
た
め
の
計
算
式
に

音
騒
音
を
換
算
す
る
た
め
の
計
算
式
に

よ
り
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
算
出
す
る

よ
り
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
算
出
す
る

。
。

特
殊
な
騒
音
源
が
あ
る
場
合
は

特
殊
な
騒
音
源
が
あ
る
場
合
は

、
、

日
本
産
業
規
格
Ｚ
8
7
3
1
に
規
定
す
る

日
本
工
業
規
格
Ｚ
8
7
3
1
に
規
定
す
る

騒
音
レ
ベ
ル
を
測
定
法
に
準
じ
て
行

騒
音
レ
ベ
ル
を
測
定
法
に
準
じ
て
行

う
う

。
。

備
考

[
略
]

備
考

[
略
]

第
２

第
３

[
略
]

第
２

第
３

[
略
]

～
～

第
４

水
泳
プ

ル
に
係
る
学
校
環
境
衛
生
基
準

第
４

水
泳
プ

ル
に
係
る
学
校
環
境
衛
生
基
準

ー
ー

１
[
略
]

１
[
略
]

２
１
の
学
校
環
境
衛
生
基
準
の
達
成
状
況
を
調
査
す
る
た
め

次
表
の
左
欄
に
掲
げ

２
１
の
学
校
環
境
衛
生
基
準
の
達
成
状
況
を
調
査
す
る
た
め

次
表
の
左
欄
に
掲
げ

、
、

る
検
査
項
目
ご
と
に

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法

る
検
査
項
目
ご
と
に

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法

、
、

に
よ
り

検
査
項
目
(
1
)

(
6
)
に
つ
い
て
は

使
用
日
の
積
算
が
3
0
日
以
内
ご
と
に

に
よ
り

検
査
項
目
(
1
)

(
6
)
に
つ
い
て
は

使
用
日
の
積
算
が
3
0
日
以
内
ご
と
に

、
～

、
、

～
、

１
回

検
査
項
目
(
7
)
に
つ
い
て
は

使
用
期
間
中
の
適
切
な
時
期
に
１
回
以
上

１
回

検
査
項
目
(
7
)
に
つ
い
て
は

使
用
期
間
中
の
適
切
な
時
期
に
１
回
以
上

、
、

、
、

、
、

検
査
項
目
(
8
)

(
1
2
)
に
つ
い
て
は

毎
学
年
１
回
定
期
に
検
査
を
行
う
も
の
と
す

検
査
項
目
(
8
)

(
1
2
)
に
つ
い
て
は

毎
学
年
１
回
定
期
に
検
査
を
行
う
も
の
と
す

～
、

～
、

る
る

。
。

検
査
項
目

方
法

検
査
項
目

方
法

水
(
1
)

(
8
)
[
略
]

[
略
]

水
(
1)

(
8
)
[
略
]

[略
]

～
～



質
備
考

[
略
]

質
備
考

[
略
]

施
(
9
)

(
1
1
)
[
略
]

[
略
]

施
(
9
)

(
1
1
)
[
略
]

[
略
]

～
～

設
(
1
2
)
屋
内
プ

ル
設

(
1
2
)
屋
内
プ

ル
ー

ー

・
ア

・
イ

[
略
]

[
略
]

・
ア

・
イ

[
略
]

[略
]

．
．

．
．

設
ウ

水
平
面
照
度

日
本
産
業
規
格
Ｃ
1
6
0
9
－
1
に
規
定

設
ウ

水
平
面
照
度

日
本
工
業
規
格
Ｃ
1
6
0
9
に
規
定
す

．
．

備
す
る
照
度
計
の
規
格
に
適
合
す
る
照

備
る
照
度
計
の
規
格
に
適
合
す
る
照
度

の
度
計
を
用
い
て
測
定
す
る

の
計
を
用
い
て
測
定
す
る

。
。

衛
衛

生
生

状
状

態
態

第
５

[
略
]

備
考

表
中
［

］
の
標
記
は
注
記
で
あ
る
。
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